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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手持ち式の歯科用のライトシステムであって、
　細長い中空の内部空間を有するペン形状の光源ハウジングであって、前記細長い中空の
内部空間の先端部内に収容された少なくとも１つの光源と、前記細長い中空の内部空間に
おける前記先端部に続く空間内に収容され、前記少なくとも１つの光源から熱を抜き去る
ことができる少なくとも１つのヒートシンクと、を有する光源ハウジングを備え、
　前記少なくとも１つのヒートシンクは、
　開放端、閉端、および中空の内部を有する熱伝導性ハウジングであって、前記光源ハウ
ジングの前記細長い中空の内部空間内に収容可能なように適応された外形を有する熱伝導
性ハウジングと、
　前記熱伝導性ハウジングの前記開放端に嵌合するように適応された構造を有する、前記
中空の内部を密封するための蓋部材と、
　を含み、
　前記熱伝導性ハウジングの前記中空の内部は、前記光源によって発生する熱を吸収し実
質的に可逆の相変化を行うように適応された、リン酸水素ナトリウム１２水和物（Ｎａ２

ＨＰＯ４・１２Ｈ２Ｏ）からなる相変化材で部分的に満たされ、該相変化材は前記熱伝導
性ハウジング内に収納されており、
　前記熱伝導性ハウジングは、前記閉端から前記光源へ向けて延びる、前記光源との接触
のための境界面構造を更に有し、該境界面構造は、前記光源との熱的境界面となる平面を
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有し、該平面は、前記閉端に対して角度をなす傾斜面である、ライトシステム。
【請求項２】
　手持ち式の光硬化用または光漂白用のライトシステムであって、
　細長い中空の内部空間を有するペン形状の光源ハウジングであって、前記細長い中空の
内部空間の先端部内に収容された少なくとも１つの光源と、前記細長い中空の内部空間に
おける前記先端部に続く空間内に収容され、前記少なくとも１つの光源から熱を抜き去る
ことができる少なくとも１つのヒートシンクと、を有する光源ハウジングを備え、
　前記少なくとも１つのヒートシンクは、
　実質的に可逆の相変化を行うことができるリン酸水素ナトリウム１２水和物（Ｎａ２Ｈ
ＰＯ４・１２Ｈ２Ｏ）からなる相変化材で少なくとも部分的に満たされた穴を有する熱伝
導性ブロックであって、前記光源ハウジングの前記細長い中空の内部空間内に収容可能な
ように適応された外形を有する熱伝導性ブロックと、
　前記穴の内部に前記相変化材を収納するために前記穴に蓋をする蓋部材と、
　を含み、
　前記熱伝導性ブロックは、前記熱伝導性ブロックの先端から前記光源へ向けて延びる、
前記光源との接触のための境界面構造を更に有し、該境界面構造は、前記光源との熱的境
界面となる平面を有し、該平面は、前記先端に対して角度をなす傾斜面である、ライトシ
ステム。
【請求項３】
　光活性化合成材料を硬化するのに有用な、軽量で手持ち式の硬化用のライトシステムで
あって、
　細長い中空の内部空間を有するペン形状の光源ハウジングであって、前記細長い中空の
内部空間の先端部内に収容された少なくとも１つの光源と、前記細長い中空の内部空間に
おける前記先端部に続く空間内に収容され、前記少なくとも１つの光源から熱を抜き去る
ことができる少なくとも１つのヒートシンクと、を有する光源ハウジングと、
　前記光源に電力を供給する機能を有する、前記光源ハウジング上に配置可能な電源と、
を備え、
　前記少なくとも１つのヒートシンクは、
　開放端、閉端、および中空の内部を有する熱伝導性ハウジングであって、前記光源ハウ
ジングの前記細長い中空の内部空間内に収容可能なように適応された外形を有する熱伝導
性ハウジングと、
　前記熱伝導性ハウジングの前記開放端に圧縮嵌合するのに適応された構造を有する蓋部
材と、
　前記熱伝導性ハウジング内に収納された、実質的に可逆的な相変化が可能なリン酸水素
ナトリウム１２水和物（Ｎａ２ＨＰＯ４・１２Ｈ２Ｏ）からなる相変化材と、
　を有し、
　前記熱伝導性ハウジングは、前記閉端から前記光源へ向けて延びる、前記光源との接触
のための境界面構造を更に有し、該境界面構造は、前記光源との熱的境界面となる平面を
有し、該平面は、前記閉端に対して角度をなす傾斜面である、ライトシステム。
【請求項４】
　前記相変化材は、３６℃の融点を有する、請求項１乃至３のいずれかに記載のライトシ
ステム。
【請求項５】
　前記相変化材は、周囲温度において１．７を超える比熱を有する、請求項１乃至４のい
ずれかに記載のライトシステム。
【請求項６】
　前記相変化材は、上昇した温度において１．５を超える比熱を有する、請求項１乃至５
のいずれかに記載のライトシステム。
【請求項７】
　前記相変化材は、周囲温度において少なくとも０．５Ｗ／ｍ℃の熱伝導度を有する、請
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求項１乃至６のいずれかに記載のライトシステム。
【請求項８】
　前記相変化材は、上昇した温度において少なくとも０．４５Ｗ／ｍ℃の熱伝導度を有す
る、請求項７記載のライトシステム。
【請求項９】
　前記相変化材は、少なくとも３０ｋＪ／ｋｇの溶融潜熱を有する、請求項１乃至８のい
ずれかに記載のライトシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に光硬化または光漂白に適したあらゆる装置に関する。特に、改良ヒ
ートシンクを有する、歯科材料を硬化させる、または白化ゲルに作用するのに適した光硬
化または光漂白装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、歯科技工において凹部の充填のために合成樹脂の充填物が標準となってきている
。この合成充填物は、処置後硬化させる必要のある樹脂を用いる。この硬化のために、手
持ちの硬化ライトが広く用いられてきた。光は、患者の口の中にある合成樹脂材料のほぼ
近くで保持される。合成材料を硬化させるのに必要な時間は使用される樹脂の種類に依存
する。したがって、手持ちのものが軽いほど、そのような装置を保持しなければならない
歯科技師が硬化を行うことが容易になる。
【０００３】
　同時に、歯科技師によって歯の漂白も定常的に行われている。漂白剤の１種は感光性で
ある。光漂白の間中、漂白ライトが使用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　術中、いかなる硬化ライトによっても発生する熱は、問題を起こしやすい。工業安全規
格は、硬化ライトの外部表面温度は５０℃を超えてはならないと述べている。さらに、硬
化ライトがオーバーヒートして遮断するまでの耐久性、すなわち可動時間は、硬化ライト
からどれだけ多く、また早く熱を取り除くことができるかに拠る。この同様の問題は、光
漂白ライトにおいても生じる。したがって、硬化および漂白ライト双方にとってなんらか
の効果的な熱除去が望まれている。
【０００５】
　発生した熱を除去するために、さまざまな方法が試みられてきた。１つの通常の方法は
、銅製のブロックのような金属のヒートシンクと、硬化または漂白ライト内部に内蔵する
冷却ファンを使用することである。いくつかの装置は、除去を容易にするためヒートシン
クと冷却ファンの組み合わせを使用している。
【０００６】
　金属製ブロックは効果的ではあるが、手持ちの硬化ライトにかなりの重さを加えること
になる。この追加の重量は、今度は硬化ライトを使用する歯科技師の疲労を増すことに加
担してしまう。また、ファンが同じ硬化ライトに使用されると、さらに重量が増して、音
がうるさく、またバッテリーの寿命を短くし、装置の信頼性を減じる可能性がある。音は
、また、しばしば歯科の処置が嫌いで恐れている患者の不安を増加させる。
【０００７】
　光漂白用の装置やいくつかの硬化ライトは使用中支持され、追加の重量が手持ちの硬化
ライトほど問題を起こさないようにしているが、より効果的なヒートシンクは便利であり
、よりコンパクトなデザインに寄与する。したがって、追加の重量なしに光源からの熱を
効果的に発散または除去する装置への要請は残っている。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本発明は、金属のような熱伝導材の固体ブロックからなるヒートシンクと比べて、与え
られたヒートシンク材料を持った光源から熱をより効果的に除去または発散させることが
できるヒートシンク材に関する。
【０００９】
　本発明は、さらに、ヒートシンク材の重量を減らしたときに硬化ライトからより効果的
に熱を除去または発散させるヒートシンクに関する。
　本発明は、有機材料、非有機材料、およびそれらの組み合わせを含む、少なくとも１つ
の適切な相変化材（phase change material）を有するヒートシンクを含む。これらの材
料は本質的に可逆的に相変化することが出来、典型的にはその効果を失うことなく、恒久
的でないにせよ非常に多くの回数相変化することが出来る。
【００１０】
　ある実施例において、少なくとも１つの相変化材を有する少なくとも１つのヒートシン
クを含む再充電可能な歯科用硬化ライトが開示されている。そのヒートシンクは、相変化
材で少なくとも部分的に満たされた穴または空間を有する、金属のような熱伝導材のブロ
ックを含む。
【００１１】
　他の実施例において、少なくとも１つの相変化材料を有する少なくとも１つのヒートシ
ンクを含む漂白ライトが開示されている。そのヒートシンクは、相変化材で少なくとも部
分的に充填された穴または空間を有する、金属のような熱伝導材のブロックを含む。
【００１２】
　本発明のヒートシンクは、金属のような熱伝導材を中空化することによって作られ、相
変化材をその内部に確保するためにそれを蓋で閉める前に少なくとも１つの相変化材が、
空間に少なくとも部分的に満たされ、少なくとも１つの相変化材が実質的に内蔵される。
すなわち、従来の金属性ヒートシンクの製造に通常用いられるような熱伝導材に囲まれる
。
【００１３】
　あるいは、ヒートシンクは、穴または空間を取り囲む金属の壁のように、熱伝導材料で
鋳造されるか機械加工される。穴または空間は、相変化材をその内部に確保するためにそ
れをキャップ閉めする前に少なくとも１つの相変化材が、空間に少なくとも部分的に満た
される。
【００１４】
　ある実施例において、本発明のヒートシンクは単独で使用される。他の実施例において
、それはファンに加えて、従来の金属ブロックヒートシンクと共に、またはそれらの組み
合わせと共に使用される。　
【００１５】
　本発明のヒートシンクは、従来の金属ブロックヒートシンクを組み込むのと同じ方法で
組み込むことが出来、例えばそれを熱源、すなわち光源、すなわちハロゲン光源やキセノ
ン光源のようなガス封入アーク光源、ハロゲン化金属光源、蛍光光源、半導体発光器、レ
ーザー発光源、発光ダイオード（ＬＥＤ）のような発光チップ、固体ＬＥＤ、ＬＥＤアレ
イ、またはそれらの組み合わせに取り付ける。または他のヒートシンクに取り付ける。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に述べる詳細な説明は、ここに例示する本発明の実施例の説明として意図されたも
のであり、本発明が準備され、または用いられる唯一の形態を表わすよう意図したもので
はない。なお、説明は、構成と、本発明を実行するステップを述べているが、本発明の精
神および範囲内に含まれるよう意図された異なった実施例によって、同じかまたは均等な
機能および要素が達成され得ることを理解されたい。
【００１７】
　他に定義されない限り、ここで用いられる全ての技術的および科学的用語は、本発明が
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属する技術分野の当業者に通常理解されているのと同じ意味を持つ。本発明の実行または
試験において、ここで述べられるものと同様または均等な、あらゆる方法や材料を使用す
ることが出来るが、ここでは例示する方法、装置および材料を述べる。
【００１８】
　光活性化合成材料を硬化するのに有用な硬化ライトシステム、または歯の白化に有用な
ライトシステムは、典型的にはハウジングあるいは囲い内に収められるライトモジュール
を有する。
【００１９】
　従来の固体金属のヒートシンクの代わりに、実質的に中空の、金属のような熱伝導部材
の内部に封入された相変化材を用いることによって、硬化ライトの重さを減らすことがで
き、また、ヒートシンクが、歯科用硬化ライト業界で“遮断（shut off）”温度と呼んで
いる温度に到達するまでの時間を増すことができる。遮断温度に到達するまでの区間は“
可動時間（run time）”と呼ばれる。“可動時間”を増す、すなわち、ライトがついたま
までいられる時間が増せば、歯科医が硬化作業を行っている時間が増す。
【００２０】
　相変化材は、パラフィンワックス、２，２－ジメチル－ｎ－ドコサン（Ｃ２４Ｈ５０）
、トリミリスチン（（Ｏ１３Ｈ２ＶＣＯＯ）３Ｃ３Ｈ３）、１，３－メチルペンタコサン
（Ｃ２６Ｈ５４）、他のポリエチレンワックス、エチレン－ビス－ステアラミド、Ｎ，Ｎ
－エチレン－ビス－ステアラミド、または同様の有機材料を含み、それらは単独またはそ
の混合体で使用される。非有機材料は、例えばリン酸水素ナトリウム１２水和物（Ｎａ２

ＨＰＯ４－１２Ｈ２Ｏ）、硫酸ナトリウム１０水和物（Ｎａ２ＳＯ４－１０Ｈ２Ｏ）、塩
化鉄６水和物（ＦｅＣｌ３－６Ｈ２Ｏ）、ＴＨ２９（融点２９℃を有する水和塩でオース
トラリア、ワンガラのＴＥＡＰ　Ｅｎｅｒｇｙ社から入手可能）、または同様の水和塩を
含み、それらは単独またはその混合体で使用される。他の非有機材料としては金属合金が
あり、Ｏｓｔａｌｌｏｙ　１１７またはＵＭ４７（Ｕｍｉｃｏｒｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｏ
ｐｔｉｃ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ社から入手可能）も考慮される。典型的な材料としては、
周囲温度で固体であって、例えば融点が約３０℃と５０℃の間、さらに例示すれば、約３
５℃から４５℃の間である材料である。また、典型的な材料は、それらが周囲温度下にあ
るときは、例えば少なくとも約１．７、さらに例示すれば少なくとも約１．９の高い比熱
を有する。さらに、それらが上昇した温度下にあるときは、少なくとも１．５、さらに例
示すれば１．６の比熱を有する。
【００２１】
　上述した相変化材のいくつかは、ほとんど無限大回数の相変化を行うことが出来るくら
い再使用可能である。他は、より吸熱的な材料であり、制御された環境下で使用されない
限り限定的なライフサイクルを有する。これらの吸熱性の材料は、制御された環境下で使
用されても相変化材としてはその効果を失う可能性がある。　
【００２２】
　いくつかの金属合金は、その溶融熱は低いかもしれないが、溶融熱の高い他の相変化材
よりはより良い熱伝導体であるかもしれない。したがって、相変化材内部の熱伝導性を高
めるために、金属合金と、１つあるいはそれ以上の他の非有機あるいは有機相変化材との
混合体を使用しても良い。
【００２３】
　物質の熱伝導度は、熱消散率を決めるために使用される１つのファクターである。例え
ば、相変化材の熱伝導度は、周囲温度下の状態で少なくとも約０．５Ｗ／ｍ℃であり、上
昇した温度下の状態では少なくとも約０．４５Ｗ／ｍ℃である。
【００２４】
　一般的に、相変化材は金属ハウジングのような熱伝導性のハウジングまたはケーシング
の内部に収納される。ハウジングは、それはいかなる形状でも良いが、例えば丸いまたは
四角の断面を持つ穴を規定する。穴の金属ケーシングまたは壁は、相変化材を収納するた
めに機能し、また、相変化材に熱を伝えたり相変化材から熱を逃がすように熱伝達するこ



(6) JP 5280051 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

とを助ける。ヒートシンクのある大きさに対して、壁は薄ければ薄いほど多量の相変化材
が存在することが出来、硬化ライトの重さへの寄与も少ない。しかし、壁は薄いほど相変
化材から熱を伝導で逃がす効果が少なくなり、相変化材が周囲温度に戻り最初の状態に戻
ってヒートシンクとして機能することが可能となる時間が長くかかる。例えば、特性のバ
ランスのためには壁の厚さは、典型的には約１ｍｍから約２．５ｍｍ、さらに例示すれば
、約１ｍｍから約１．５ｍｍである。
【００２５】
　また、ハウジングは大きな表面積を有するように作られる。例えば、その外表面にフィ
ンや他の形を持った構造は、熱伝導または対流のために、表面積を増すことに寄与する。
したがって、球形の構造は決して望ましいものではない。そのようなフィン、または表面
を増大する他の構造は、穴の中にも取り入れられ、熱伝導性のケーシングと相変化材との
間の接触面積を増大させ、したがって、熱伝導性のケーシングと相変化材との間のより早
い、また、より効果的な熱伝達を可能にする。また、上述したように、有機または非有機
の相変化材と金属合金との混合が相変化材内部の熱伝達効率を増大させる。
【００２６】
　また、熱伝導性のケーシングは、光源からの熱伝達のために良い熱接触状態にあること
が望ましい。このことは、広い接触面を持った滑らかな熱伝導性の表面によって達成され
る。また、熱的な結合は熱エポキシあるいは他の熱伝導性接着剤のような熱伝導性の界面
物質によって達成される。電気絶縁性の界面物質も、熱伝導性を失うことなく光源とヒー
トシンクを電気的な意味で絶縁するには有用である。
【００２７】
　ある相変化材は、また、上述したように非常に多くの熱エネルギー量を蓄積している高
レベルの溶融潜熱を有する可能性がある。溶融潜熱は少なくとも約３０ｋJ／ｋｇが望ま
しく、少なくとも約２００ｋJ／ｋｇがさらに望ましい。
【００２８】
　ある実施例において、図１に示すように、ヒートシンク１００は実質的に円筒状の形を
している。ハウジング１０１は、銅、アルミニウム、または他の熱伝導性の良い比較的軽
い金属で作られる。図５に示すように、ハウジングは実質的に中空の内部１０７を持ち、
例えばリン酸水素ナトリウム１２水和物（Ｎａ２ＨＰＯ４－１２Ｈ２Ｏ）あるいは上述し
た物質のような相変化材１０８で、中空内部１０７の容積の少なくとも約５０％が部分的
に満たされる。選択された相変化材の蒸気圧に拠って、相変化材は中空内部１０７の容量
の約８０％の容積まで入れることができる。ハウジング１０１の１端は閉じており、その
閉端部が１０１ａとして示されている。ハウジング１０１の他端は、ヒートシンクに相変
化材を充填するのが容易なように開いている。図５に同じく示されている開放端１０１ｂ
は、ヒートシンクハウジングの他の部分と同じ材質で作られる蓋部材１０３でカバーされ
る。ヒートシンクは、また、光源のような少なくとも１つの熱発生源との接触のための境
界面構造１０２を有する。
【００２９】
　図示された実施例において、ハウジングが鋳造で作られるときは、境界面構造１０２は
上記の実質的に円筒状のハウジングと一体的に形成される。ハウジングが機械加工で作ら
れるときは、それも機械加工される。
【００３０】
　ある実施例において、境界面構造１０２は、取り付け面になると同時に、熱発生源、例
えばＬＥＤのような光源、との良い熱的境界面となる平面１０２ａを有する。平面１０２
ａは、ここでは傾斜面として例示されており、ハウジング１０１の閉端部１０１ａの先端
部と角度をなしている。この境界面構造はハウジング１０１の閉端部と同じか小さい直径
であり、少なくとも１つの肩部１０００を残している。他の実施例において、境界面構造
１０２は、少なくともそれが光源の取り付け面を持つ限りにおいて他の形状寸法であって
もよい。
【００３１】
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　ハウジング１０１の外面は、実質的にハウジング１０１の全長に渡る少なくとも１つの
谷部または溝１０１ｃが構成される。谷部または溝１０１ｃは、光源と接続する配線材を
配置する場所として機能する。谷部または溝は、ハウジング１０１の長さ方向に均一の寸
法であっても良いし、不規則な幅であっても良い。また谷部１０１は、滑らかであっても
荒い面であっても良い。例示するように、ハウジング１０１は互いに反対側に向いた２つ
の平行な溝または谷部を有する。谷部１０１は、配線を配置するために機能するのに加え
て、ヒートシンクの表面部がヒートシンクの重量を軽減する機能を付け加える。
【００３２】
　図１ａは、図１のヒートシンクの実施例の底面斜視図であり、開放端は蓋部材１０３で
閉められている。蓋部材は単純なキャップの形でも良いし、図４に示すようにより複雑な
構造でも良く、以下に詳細を述べる。
【００３３】
　例示するように、蓋部材１０３は、ハウジング１０１の開放端１０１ｂの内部に嵌合す
る形をしている。蓋部材は、サーミスターまたは他の熱センサーを配置するための溝また
はへこみを有する。蓋部材１０３は、多くの方法でハウジングの開放端１０１ｂの内部の
適所に保持される。例えば、以下にさらに詳細を述べるが、図５に示されるように、蓋部
材の外周をハウジング１０１の内壁に対して圧縮嵌合するために設けられる少なくとも１
つの形成部１１１によって適所に保持される。
【００３４】
　図２は、本発明のヒートシンクの他の実施例の分解斜視図を示す。ヒートシンク２００
は、実質的に円筒状のハウジング外部２０１と、実質的に中空の内部２０１ｃと、ハウジ
ング２０１内に位置するブレード状の分割部材２０２を有する。ブレード状の分割部材２
０２は、実質的にハウジング２０１の内部２０１ｃの全長に渡っていても良いし、他のい
かなる長さでも良い。
【００３５】
　ハウジング２０１は、上述したように同じ熱伝導物質で作られる。ある実施例において
は、ブレード状の分割部材２０２は、ハウジング２０１と同じ材料で作られる。他の実施
例においては、ブレード状の分割部材２０２はハウジング２０２と異なる熱伝導材で作ら
れる。
【００３６】
　例示した実施例においては、ブレード状の分割部材２０２は、図２ａに示されるように
中空の内部２０３を仕切るように機能する。ブレード状の分割部材は、図１に示すハウジ
ングの外部の谷部または溝と同様に、上述したように、また以下にも述べるように、より
効果的な熱伝達のために熱伝導部材と相変化材との間の接触面領域を増大させるのに役立
つ。他の実施例において、上述したように、上述したような金属合金が１つ以上の他の非
有機または有機の相変化材と混合され、相変化材内部の熱伝導度を増加するために使用さ
れる。
【００３７】
　上述したように、蓋部材２０３がハウジング２０１の開放端に嵌合し、相変化材を収納
する。　
　図３は、図１のヒートシンク１００の側面図を示す。ここに示す境界面構造１０２は、
望むならば異なった大きさの２つの実質的に平らな面、すなわち大きな面１０２ａおよび
小さな面１０２ｂを有し、熱発生源の取り付け面と、熱発生源との良い熱境界面を提供す
る。
【００３８】
　図３に示すように、境界面構造１０２は、ハウジング１０１の閉端部直径よりも小さな
直径を有し、その結果、肩状の部分１０００が境界面構造１０２の下部から突き出ている
。
【００３９】
　図４は、図１，２，６，７に見られるように、ヒートシンク内に嵌合するのに適応した
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蓋部材１０３の外観の斜視図を示す。端部１０５は、図１に見られるようにヒートシンク
の中空の内部１０７に挿入されるように嵌合しており、第２の端部１０４はヒートシンク
１００の外に露出している。周縁の溝１０６ａを縦の壁部１０６に設けても良い。この溝
は、空気および／または湿気を漏らさないシールを行うためのＯリング、ガスケット、ま
たは他のシール部材を装備するために適応している。
【００４０】
　図４ａは、図４に例示する蓋部材１０３の側面図を示す。蓋部材は、図示されるように
、サーミスターまたは他の熱センサーを位置させるのに適応した溝またはへこみ１００を
有する。へこみ１１０は、蓋部材１０３の盛り上がった部分または土手にあってもよい。
土手１２０は、蓋部材の他の部分よりは小さな直径である。
【００４１】
　上述したように、蓋部材１０３は多くの方法でハウジングの開放端１０１ｂの内部の適
所に保持することが出来る。図５に示した例では、蓋部材は、蓋部材１０３の端部１０５
のより大きな外周をハウジング１０１の内壁に対して圧縮嵌合するのに適した少なくとも
１つの形成部１１１によって適所に保持される。周縁の溝１０６ａは、ここでは直径を小
さくした実質的に垂直な部分を持っているように示されている。溝１０６ａは、成形され
るかまたは蓋部材に機械加工される。上述したように、この溝はハウジングの開放端をシ
ールするためにＯリング、ガスケット、また他のシール部材が嵌合するように適応してい
る。
【００４２】
　蓋部材１０３の底、つまり露出端１０４は、実質的にハウジング１０１の開放端の外径
または外寸法と同じ外径または外寸法を持ち、蓋部材はハウジング１０１の垂直な外壁と
同一平面である。望むならば、他の実施例において、蓋部材１０３の底端１０４の直径は
ハウジング１０１の開放端よりは大きな直径または寸法を持たせ、蓋部材１０３の取り除
きを容易にするために蓋部材はヒートシンクの横からはみ出させても良い。
【００４３】
　図４ｂは、図４の蓋部材１０３の上面図を示す。この図で例示するように、縦壁部１０
６の直径よりは大きな底端１０４の直径がはっきりと示されている。
　図４ｃは、図４の蓋部材１０３の底面図を示し、サーミスターまたは他の熱センサーを
保持するのに適応したへこみ１１０がはっきりと示されている。へこみは、図示されるよ
うに、円形の断面を持っているが、他のいかなる形状でも適しているかもしれない。
【００４４】
　図５は、本発明のヒートシンク１００の断面図を示す。中空の内部１０７は、蓋部材１
０３で封蓋されて示されている開放端１０１ｂと、閉端部１０１ａを有する。中空内部１
０７は、以前述べたいかなる物質をも含む相変化材で充分に満たされているように示され
ている。蓋部材１０３が設置され、Ｏリング１０９によって中空内部１０７をシールして
いる。蓋部材１０３は、（図４ａに示すように）蓋部材の外周をハウジング１０１の内壁
に対して圧縮嵌合するのに適応した少なくとも１つの形成部１１１によって適所に保持さ
れる。蓋は、また、例えばサーミスターまたは他の熱センサーを取り付けるのに適応した
溝１１０を有する。サーミスターまたは他の熱センサーは、建築用または恒久接着剤、ま
たは、反応性接着剤、例えば、エポキシ、シリコン接着剤、接触セメント、またはシアノ
アクリレートベースの接着剤、アクリルベース、ポリウレタンベース、ポリアミドベース
、スチレン共重合体ベース、ポリオレフィンベース、等の熱伝導性の接着剤を用いて溝に
固定され、センサーが硬化ライト制御システムに温度情報を供給して、硬化ライトを持つ
のが熱過ぎたりオーバーヒートしないように保つ。
【００４５】
　いくつかの実施例において、蓋部材１０３はサーミスターに関して述べたような建築用
接着剤を用いてハウジングの開放端にシールされる。接着剤は、存在するかもしれないい
かなるピンホールをもシールする。他の実施例においては、ピンホールまたは通気穴は、
気体を逃がすのに望ましい。どんな液体の相変化材であっても漏れを最小化するために、
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蒸気（vapor）透過不能／液滴（moisture）透過可能の層またはフィルムを、穴を覆うた
めに使用しても良い。
【００４６】
　いくつかの実施例において、ヒートシンクは孔を有し、ＬＥＤまたはレーザーダイオー
ドチップが孔の中に取り付けられる。ＬＥＤまたはレーザーダイオードチップの側面から
放射する光は、孔の壁に反射して所望の方向に向かう。いくつかの実施例において、孔は
下記の図６に示すように深い。
【００４７】
　図６は、本発明の他の実施例のヒートシンク３００の断面図を示す。この実施例におい
て、ハウジング３０１は、上述したような境界面構造のように突き出した構造の代わりに
孔３１２を有する。例示した実施例は細長い、実質的に筒状のヒートシンク３００を示し
ているが、例えば孔またはへこみ３１２の曲線構造を有する。孔３１２は深く、ＬＥＤま
たはＬＥＤアレイのような少なくとも１つの光源を、孔またはへこみ３１２の末部３１２
ａまたは基部３１２ｂに位置させるのに適応した、基部３１２ｂを穴の上端に、末部３１
２ａを孔の底部に有する側壁３２０を持ち、熱発生の集中を拡散させる。
【００４８】
　孔３１２の基部は、少なくとも１つの光源３１３を取り付けるための、例えば互いに略
対向して位置する少なくとも２つの取り付け台と、細長いヒートシンクの末部３１２ａの
方に位置する少なくとも１つの取り付け台３１３ａを有する。これらの取り付け台は、上
述したように、ヒートシンクハウジングの表面でも良い。
【００４９】
　ヒートシンク３００は、上述したように、ハウジング３０１の全長に渡るか、あるいは
全長には渡らない少なくとも１つの溝または谷部も有する。溝または谷部（図示せず）は
、また、配線部材のために、内部の側壁３０２ｂに沿って存在しても良い。
【００５０】
　複数の光源３１３は、同じ波長もしくは異なった波長を放射することが可能である。こ
のヒートシンク構成は、発生熱を一箇所に集中させることがなく、より効果的な熱消散を
行うことが可能である。
【００５１】
　ある実施例においては、光源３１３の各々が発光ダイオード（ＬＥＤ）またはＬＥＤア
レイを有する。ＬＥＤ（またはＬＥＤアレイ）の各々は光活性物質の硬化を開始するのに
有効な光を放射する。ある実施例においては、１つまたは複数の光開始剤を活性化するた
めの複数波長の光を発する。
【００５２】
　ある実施例において、孔３１２は、孔内部および／または基部３１２ｂにＬＥＤ３１３
を設置する準備がされる。ＬＥＤからの熱は、ハウジング３０１によって伝達し去られる
。孔の側壁３２０は固体の熱伝導性材料または金属材料である。その材料は、ハウジング
３０１の、中空内部の無い他の部分と同じ熱伝導性材料または金属材料である。他の実施
例において、側壁３２０は、内部側壁３２０ａと、孔３１２の部分的に中空である内部を
取り囲む外部側壁３２０ｂとを有する。このスペースもある相変化材３０８で満たされる
か、またはあるスペースを占める相変化材３０８が、ある相からより大きなスペースを占
める相に変化したときのために拡張スペースが設けられる。
【００５３】
　中空内部３０７をシールするために、開放端３０１ｂに蓋部材３０３が使用され、Ｏリ
ング３０９と形成部３１１で圧縮嵌合させる。サーミスターや他の熱センサーが溝３１０
に配置され、硬化ライト制御システムに温度情報が伝わるように、上述した材料のような
熱伝導性接着剤で固定される。上で述べたように、蓋部材３０３も存在するかもしれない
いかなるピンホールをもシールするために接着剤でシールされる。他の実施例においては
、ピンホールまたは通気孔は気体を逃がすのに望ましい。再び、どんな液体の相変化材３
０８であっても漏れを最小化するために、蒸気（vapor）透過可能／液滴（moisture）透
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過不能の層またはフィルムを穴を覆うために使用しても良い。
【００５４】
　図７は、本発明のヒートシンクの他の実施例を示す。ヒートシンク４００は、断面が四
角であり、ハウジング４０１と、実質的に中空な内部４０２を有する。ヒートシンクは、
図示のように細長いヒートシンクであり、内部は実質的に四角形状または円筒状のどちら
でも良い。
【００５５】
　このヒートシンクもまた、蓋部材の一番上にへこみを持った蓋部材４０３がはめ込まれ
ている。蓋部材の溝４０９ａの周りに弾性体のガスケット４０９がやはり設けられる。
　１つの実施例ではハウジングの内部に分割材を有し、他の実施例では分割材を持たない
。
【００５６】
　このヒートシンクも上述したように相変化材で満たされる。
　ガスケットまたはＯリングは、何らかの弾性材またはゴム材で作られ、相変化材がハウ
ジングの外の環境に露出するのを最小化するような密閉をもたらす。
【００５７】
　ある実施例においては、ハウジングは上述したように気体を逃がす通気孔を有する。そ
のような実施例においては、完全に再使用可能な相変化材を用いない限り、ヒートシンク
の再使用可能性は減少する。ある実施例において、これらの通気孔は、上述したように、
ハウジング内部の相変化材を取り囲む蒸気透過可能／液滴透過不能の層でさらに覆われる
。他の実施例において、蒸気透過可能／液滴透過不能の層は、少なくともハウジングの外
側に通気孔のあるハウジングの部分を取り囲んでもよい。蒸気透過可能／液滴透過不能の
層の例としては；少なくとも１つのイソシアネート機能性ポリウレタン（それは、ＮＣＯ
グループと、少なくとも１つの直鎖型ジヒドロキシポリエステルを持ったジオール成分の
反応体で、二塩基酸成分とジオール成分から形成され、ジオール成分は平均分子量が少な
くとも１０００であって、イソシアネート機能性ポリウレタン内のＯＨ：ＮＣＯ比が１．
０：１．６と１．０：２．６の間であるジヒドロキシポリエステルである）（ＵＳＰ　Ｎ
ｏ．５，８５１，６６１に開示されており、その内容は参照によってここに含まれる）を
含むホットメルト水分硬化接着剤から成形される水蒸気透過ポリウレタン；エチレンメタ
クリル酸共重合体、またはポリエーテルブロックアミドを含む非硬化熱可塑性成分と、少
なくとも１つの可塑剤のような溶剤との混合物から成形されるフィルム層；さまざまな接
着剤（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、オレフィンの共重合体、特にエチレン共
重合体、および（メタ）アクリル酸；オレフィン共重合体、例えばエチレン共重合体、（
メタ）アクリル酸エステルの（メタ）アクリル酸誘導体；オレフィンの共重合体、例えば
エチレン共重合体、ビニールアセテートのようなビニールカルボン酸塩のビニール化合物
；Kraton（登録商標）、Solprene（登録商標）、Stereon（登録商標）などの登録商標で
市場で入手可能なスチレン－イソプロピレン－スチレン、スチレン-ブタジエン－スチレ
ン、スチレン－エチレン／ブチレン－スチレン、およびスチレン－エチレン／プロピレン
－スチレンブロック共重合体；メタロセン触媒作用によるポリマー、特にエチレンおよび
／またはプロピレンベースのポリマー；エチレン、ポリプロピレン、およびVestoplast（
登録商標） 703(HuIs)のようなアモルファスポリオレフィン（アタクチックポリアルファ
オレフィン）；ポリエステル；ポリアミド；イオノマーおよび対応する共重合体；および
それらの混合物）（これらはＵＳＰ　Ｎｏ．６，８４３，８７４に開示され、その内容は
参照によってここに含まれる）；等の実質的に連続する塗膜を生成する非接触コーティン
グ法によって作られる熱可塑性成分を有する基材、を含む。
【００５８】
　上述したヒートシンクのいずれの実施例も変更または交換可能なように、必要に応じて
モジュールとして構成することができる。
　上述したヒートシンクは、硬化ライトシステムの中で使用される。硬化ライトはバッテ
リーで動作する手持ちのポータブルな硬化ライト、またはＡＣ電力で動作するチェアサイ
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ドの硬化ライトシステムである。相変化材を含んだヒートシンクは、従来のヒートシンク
が装着されるのと同様の方法で硬化ライト装置または光漂白ライト装置の中に装着される
。上述したように、いくつかの硬化ライトおよび漂白ライトは使用に当たって一般的には
支持され、したがって、装置の重量は問題があるという程ではない。しかし、より効率的
なヒートシンクは有益であり、にもかかわらずよりコンパクトな漂白ライトをもたらす可
能性がある。
【００５９】
　少なくとも１つの相変化材を含むヒートシンクは、単独で使用されるか、または従来の
ヒートシンクまたはファンと共に使用される。歯の漂白に使用される光源の場合には液体
冷却材のような追加の冷却システムを使用する
　図８は、末端１１１０と、基部端１１２０と、末端に向かうハンドル１０２０と、基部
端にハンドル部１０２０に対してある角度を持ったネックおよびヘッド部分または本体１
０３０を持った、本発明の硬化ライト１０００の１実施例を示す。ライトモジュールハウ
ジング１０１０は、実質的に円筒状の形状を有し、ライトモジュールハウジング内に、少
なくとも１つのヒートシンク１２００を配置した実質的に中空の内部１０１０ａを持って
いる。ヒートシンク１２００は、長手方向の軸を持つか、または、硬化ライト内で効果的
な熱管理を助長するのに適応したあらゆる構造を取ることができる。ある実施例において
、ヘッドおよびネック部分１０３０は、また、ここに図８に示す内蔵ライトガイド１７０
０のようなライトガイドを持つことが出来る。他の実施例においては、硬化ライトは外部
のライトガイドを有する。
【００６０】
　いくつかの実施例において、図示されるように、ライトモジュールハウジング１０１０
の基部端１１２０の方にレンズカバー１６５０を配置する。ある実施例において、レンズ
カバー１６５０は、透明であり、光が、硬化される合成材料または表面、或いは作用され
る漂白材料１１２８に当たる前にそれを通過する。ハウジングの幾つかの例は、窓を有す
る、シールされたプラスチック端およびシールされた金属端を含んでいる。
【００６１】
　他の実施例において、カバー１６５０は、ターゲットの表面１１２８に向けて光を集中
させるために焦点レンズまたは半球体である。他の実施例において、ハウジング１０１０
は、レーザーダイオードまたは発光ダイオードによって放射される光が遠くの場所に配光
される前に集光させるために、ハウジングに一体的に接着するか一体的に形成または成形
された焦点半球体１７４０を有する。したがって、ハウジングは、このように光源を保護
するだけでなく光を集中させるためにも機能する。焦点半球体またはレンズ１７４０は、
より小さなターゲット領域、あるいはより広いターゲット領域のどちらかに、より正しく
光束を向けるために、ハウジング１０１０の基部端１１２０から出る光束の照明形状また
は直径を変化させる装置として作用する。ライトモジュールハウジング１０１０は、さら
に、例えば電気回路１４２０およびＤＣバッテリー１４４０を収納、保護する。　
【００６２】
　再び図８を参照すると、ある実施例は末端部１２００ａと、基部端１２００ｂを有する
。　ヒートシンク１２００は、基部端１２００ｂがハウジング１０１０の基部端１１２０
の近傍に近く位置した状態でライトモジュールハウジング１０１０内に配置される。ヒー
トシンク１２００はどのような形状でも良い。少なくとも１つの取り付け台（図示せず）
、または単なる面が、細長いヒートシンク１２００の末端部１２００ａまたは基部端１２
００ｂに設けられる。本発明にヒートシンク１２００の他の形状が含まれる場合は、取り
付け台は基部または末部の面または部分に設けられる。
【００６３】
　取り付け台または面に、光源１３００が取り付けられる。光源１３００は、例えばＬＥ
ＤまたはＬＥＤアレイである。ある実施例において、光源１３００は、それらがターゲッ
ト領域に近くなるようにハウジング１０１０の基部端１１２０の方に配置される。他の実
施例において、１つ以上の光源をターゲットから遠ざけておくように、ライトガイド１７
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００がはめ込まれる。ライトガイド１７００は、ここではハウジング１０１０の延長であ
る。
【００６４】
　いくつかの実施例において、光源１３００のチップが使用されるときは、それらは熱消
散のために１つのヒートシンク１２００上に集中的に配置されるか、または各々のヒート
シンク上に個別に置かれる。いくつかの実施例において、光源１３００は電極溝を持った
より大きなヒートシンク１２００上に置かれる。
【００６５】
　また、いくつかの実施例において、チップが使用されるときは、本発明の相変化材料を
含むヒートシンク１２００は１つ又は複数の発光チップ１３００と直接、間接に接触する
。相変化材がチップ１３００によって発生した熱を吸収した後、熱は消散される。従来の
ヒートシンクを少なくとも１つの相変化材を含む本発明のヒートシンク１２００の横また
は下の近くに取り付けても良い。従来のヒートシンクを追加する代わりに、ファンを設け
ることもできる。
【００６６】
　ある実施例において、単一または複数のＬＥＤチップまたはレーザーダイオードチップ
１３００が従来の金属ブロックのヒートシンク上に配置され、光源１３００によって発生
する熱を吸収し、また、少なくとも１つの相変化材を含むヒートシンク１２００が熱伝導
性、すなわち金属のブロックから来る熱を吸収する。少なくとも１つの相変化材を含むヒ
ートシンク１２００は、従来の金属ブロックヒートシンクの横あるいは下の近くに取り付
けることによって熱伝導性、すなわち金属のブロックから来る熱を消散する。
【００６７】
　他の実施例において、光源１３００のチップは、熱を消散するために相変化材を含む単
一のヒートシンク１２００上に集合的に配置されるか、もしくは、個別に相変化材を含む
それ自身のヒートシンク１２００′上に配置される。
【００６８】
　本発明の他の実施例において、ＬＥＤまたはレーザーダイオードチップを含む光源１３
００は、ヒートシンク１２００の面上およびそのヒートシンクの面の周縁に配置される。
この構成では、そのように作られることが望まれているように、ヒートシンク１２００上
により多くのＬＥＤまたはレーザーダイオードチップ１３００が配置されるほど、より強
力な光にするか、または必要な数の波長数を備えることが出来る。
【００６９】
　加えて、ハウジング１０１０内にはレーザーまたはＬＥＤチップ１３００に電力を供給
する電極も含まれる。
　相変化の最中に発生する気体を収納するように特別に準備されている場合は液体も使用
されるが、操作の始めには、相変化材は例えば周囲温度下で固体の状態である。光源によ
って熱が発生するにつれて、熱は熱伝導性または金属のハウジングまたは壁を伝わって離
れ、相変化材に吸収される。固体または液体はハウジングからの熱を吸収し、各々液体ま
たは気体への相変化を起こす。いくらか昇華が起こる可能性がある。相変化材の殆どの部
分が新しい状態、すなわち新しい相に変化すると、設置された内部の熱センサーが、硬化
ライトまたは漂白ライトをある与えられた温度で停止するように働く。この停止温度に到
達した後、液体化または気体化された相変化材は、今度は熱の消散を始める。熱伝導性ま
たは金属のケースが熱発生源から取り除かれたときは、例えば光源は消される。この熱消
散は、相変化材がそれぞれ最初の固体または液体の状態に戻ろうとして、再び熱伝導また
は金属ケースを通して行われる。相変化材の殆どが実質的に周囲温度に近くなったときは
、もう一度その溶解点または気化点への温度上昇を経験するまで固体または液体のままで
いて、このプロセスが繰り返される。相変化材は、本質的に可逆的な相変化を行うので、
典型的には、その効果を失うことなく、恒久的でないにせよ非常に多くの回数実行するこ
とが出来る。
【００７０】
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　ある実施例において、光源１３００からの光は、ハウジング１０１０から出て、始めに
ライトガイドまたはファイバー光学系１７００を通ることなく直接、硬化する面１１２８
に到達する。他の実施例においては、光は初めにライトガイドまたはファイバー光学系１
７００を通り、光源１３００から硬化する面１１２８に到達する。
【００７１】
　光源１３００は、例えば光源１３００で発した光を硬化させる材料１１２８の方に向け
るために、ユーザーが走査するハンドル内に配置する可能性がある。いくつかの実施例に
おいて、ハンドルの少なくとも１部分は、柔軟性があり、使用が容易なように望む方向に
曲げることが出来る。この柔軟性のある部分は、少なくとも１本の曲げることの出来る配
線を取り巻く少なくとも柔らかな材料を含んでいる。
【００７２】
　ハウジングから出てくる熱は、ハンドル内に配置される相変化材を含むヒートシンク１
３００、従来の金属ブロック、またはファン、あるいは単に周囲の空気によって消散され
る。
　前述したように、複数の光源１３００を用いるときは、それらは複数の波長の光を放射
して、異なった波長に感応する光開始剤を有する合成材料を１つの光源１３００ですべて
硬化させることが出来る。いくつかの実施例において、ダイオードレーザーまたは発光ダ
イオード１３００は適切な基材または固定具上にアレイ状に配置され、集中的なアレイが
用いられたときはより大きな光のパワーまたは直径可変の光源１３００を提供することが
出来る。さらに、レーザー発光チップまたは発光ダイオードチップ１３００のアレイが用
いられたときは、アレイの中に異なった波長のチップ１３００を配置することによって、
単波長光または複数波長光が得られる。
【００７３】
　さらに、硬化または漂白ライトシステムは、ＡＣまたはＤＣ電源１４４０を有する制御
モジュールを装備することが出来る。制御モジュールは、硬化また漂白システムに電力を
供給し、望ましい光強度で、所望の時間の間、合成材料を硬化させたり光活性のある漂白
材料を漂白したりするのに適した光を供給するように、硬化または漂白システムを制御す
る。オンオフスイッチおよびバッテリパワー低下の表示器１４１０も設けることが出来る
。
【００７４】
　本発明のいくつかの実施例において、光源１３００への電力供給のために使用される１
つ以上のバッテリーを充電するため、バッテリー充電器が用意される。バッテリーが充電
されているときは、硬化ライトに電力を供給するために充電器から電力が引き出されるた
め、硬化または漂白ライトは依然処置のために使用できる。
【００７５】
　本発明は、さらに以下の例に例示される。：
　 
　例
　歯科用硬化ライトに組み込まれるヒートシンクは次のように作られる：
　使用される相変化材の成分および特性：
　相変化材（ＰＣＭ）：以下の特性を有するリン酸水素ナトリウム１２水和物（Ｎａ２Ｈ
ＰＯ４－１２Ｈ２Ｏ）が使用された：
　融点：３６℃
　溶解熱：２８０ｋＪ／ｋｇ
　比熱：１．９４ｋＪ／ｋｇ℃（固体）、１．６０ｋＪ／ｋｇ℃（液体）
　密度：１５２０ｋｇ／ｍ３（固体）、１４５０ｋｇ／ｍ３（液体）
　熱伝導度：０．５１４Ｗ／ｍ℃（固体）、０．４７６Ｗ／ｍ℃（液体）
　熱伝導性ハウジング：壁厚約１．５ｍｍの銅ケース（テルル銅１４５）
　 
　準備：
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　相変化材は、オーブン中で５５℃で４５分間溶融するまで加熱される。１．２ｍＬの液
相状態の相変化材が、注入器によってヒートシンクの中空の銅製のケース中に詰め込まれ
る。ヒートシンクは、ハウジングを密閉するために蓋が押し込まれて適所に保持される前
に、３０分間ファンで冷やされる。サーミスターが蓋の溝に置かれ、熱エポキシで適所に
密閉される。さらに蓋の内部を密閉するためにさらに熱エポキシが施される。
【００７６】
 
　テスト：
　上記で特定した構造の、作製されたヒートシンクは、本発明の硬化ライト内でテストさ
れた。テストの内容は、相変化材を含んだヒートシンクの可動時間を、相変化材の無いヒ
ートシンクの可動時間と比較判定することである。可動時間テストは、硬化ライトが遮断
温度になる前の処置時間を判定する。周囲温度２５℃から温度上昇で４０℃になるまでの
時間を取った。相変化材を含んだヒートシンクを使った硬化ライトは平均２０分以上であ
った（およそ同じ構造の全２０例を作動させた）、匹敵するヒートシンクで相変化材の無
いものは、平均８分の可動時間であった（全部で６７例を作動させた）。
【００７７】
　本発明のヒートシンクは、より低重量でありながら従来の固体金属ブロックヒートシン
クと比べてより優れた性能を示した。
　本発明は、いくつかの実施例に関して詳細に述べてきたが、本発明がその精神または必
須の特徴から離れることなしに他の形態で具体化できることは、当業者によって認識され
るであろう。本記述は、したがって、すべて限定的でなく例示的である。本発明の範囲は
添付の請求項に示され、意味の範囲内および均等の範囲からくるすべての変形はその中に
含まれるとされる。
 
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】図１は、本発明のヒートシンクの１実施例の斜視図を示す。
【図１ａ】図１ａは、図１のヒートシンクの１実施例の下から見た斜視図を示す。
【図２】図２は、本発明のヒートシンクの他の実施例の展開図を示す。
【図２ａ】図２ａは、図２の実施例で、キャップを除いた、下から見た斜視図を示す。
【図３】図３は、本発明の図１のヒートシンクの実施例の側面図を示す。
【図４】図４は、本発明の図１のヒートシンクの実施例のキャップの斜視図を示す。
【図４ａ】図４ａは、図４の実施例の側面図を示す。
【図４ｂ】図４ｂは、図４のキャップの実施例の上面図を示す。
【図４ｃ】図４ｃは、図４のキャップの実施例の下面図を示す。
【図５】図５は、図１のヒートシンクの断面図を示す。
【図６】図６は、本発明のヒートシンクの他の実施例の断面図を示す。
【図７】図７は、本発明のヒートシンクの実施例の下から見た斜視側面展開図を示す。
【図８】図８は、本発明の１実施例の硬化ライトの断面図を示す。
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【図２】 【図２ａ】
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【図４ａ】 【図４ｂ】
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【図６】 【図７】
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